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都南図書館防災設備等交換修繕仕様書 

 

１ 件  名 都南図書館防災設備等交換修繕 

２ 履行場所 盛岡市永井 24 地割 90 番地２ 

３ 履行期間 契約締結の翌日から令和７年３月 14 日まで 

４ 修繕内容 

盛岡市都南図書館の防災設備について、次の交換修繕を行うもの。詳細は修繕内訳書によ

る。 

 (1) 都南図書館１階事務室内の非常放送設備の交換修繕を行う。 

  ア 交換設備仕様 

     ラック型非常放送設備 20 局 360Ｗ 

     非常操作パネル 20 局、非常用電源(ＤＣ24Ｖ、6.0ＡＨ)、 

     ジャンクションパネル 20 局、電源分配、デジタルパワーアンプ 360Ｗ、 

     接続端子パネル、サウンドリピーター、メロディクス、ＡＭ／ＦＭラジオチューナー 

  イ 既存設備 製造者名 ＴＯＡ株式会社 

         形 式 等 ＦＳ－８３１（1995 年製 40W） 

 (2) 加圧送水装置等の交換 

  ア 交換設備仕様 加圧送水装置等、配管等 

     40φ×140lit／min×60m、制御盤、呼水装置、達成計、圧力計、性能試験配管、 

     サクションカバー、フート弁、ＧＶ.ＣＶ.ＦＪ.付、（電気３層、２００Ｖ、3.7KW(W)))、 

     配管等一式 

  イ 既存設備 

     加圧送水装置等 

     製造者名 株式会社川本製作所 

     形 式 等 ＫＴＫ－405×Ｓ-Ｃ3.7（ポンプ、電動機、ポンプ性能試験装置、水温上

昇防止用逃し装置、主止水弁、主逆止弁、フート弁、制御盤、呼水装

置、起動用水圧開閉装置、非常動力装置 一式） 

５ 作業可能な期間及び時間 

  ・現場作業の日程については都南図書館と協議を行うこと。 

 ・作業時間は原則として施設職員のいる時間とする。 

６ 一般事項 

 (1) 本仕様書は、本修繕の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されてい

ない事項であっても、本修繕の目的達成のために必要な処理については、受注者の責任に

おいてこれを行うこと。 

 (2) 本修繕の内容に疑義が生じた場合、受注者は発注者と協議し、発注者の指示に従うこと。 
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 (3) 本修繕の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。 

 (4) 本修繕の実施にあたっては、安全対策を十分に行うとともに、作業者への安全教育を徹

底し労務災害の防止に努めること。 

７ 仕様 

 (1) 共通仕様 

設計書や特記仕様書に記載されていない事項は、「盛岡市建築工事等基準仕様書（盛岡

市ホームページを参照）」及び最新版「公共建築工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁

営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）」並びに最新版「公共建築改

修工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、

機械設備工事編）」によることを原則とし、これによりがたい場合は市担当者と協議するこ

と。 

８ 施工 

 (1) 施工箇所が既に供用されている施設であるため、施設利用者及び施設関係者並びに付近

住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。施工に当たっては、事前に市担当者

と綿密な打合せを行い、本施設の業務に支障なきよう万全を期すること。また、施工完了

後は、その箇所について完成確認を受けること。 

 (2) 本修繕に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書又は見積依

頼書等に規定するもの又はこれらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、

市担当者の承諾を受けるものとする。 

 (3) 本修繕にかかる軽微な修理については、受注者の負担で行うものとする。 

 (4) 調査等にて重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに発注者へ報告し指示を

受けるものとする。 

 (5) 施工に必要な水、電気等の使用は施設管理者と協議すること。 

 (6) 発生材の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、建築工事に係る資

材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分すること。 

 (7) 事故が発生した場合は、「盛岡市建築工事等における事故報告要領」に基づき報告するこ

と。（要領書等は盛岡市ホームページを参照） 

 (8) 修繕の着手、施工及び完成において官公署、消防署、電力・通信事業者その他関係機関

へ必要となる諸手続等は、市担当者と協議の上受注者が遅滞なく処理すること。なお、当

該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。 

９ 主な提出書類 

 (1) 実施工程表 

 (2) 修繕計画書 

 (3) 修繕完了報告書 

 (4) 施工写真（施工前、施工中、施工後） 
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 (5) その他必要なもの 

11 その他 

 (1) 現場代理人は不要であるが、現場責任者を選任すること。 

 (2) 契約代金は一括払いとし、前金払いは行わない。 

 (3) 仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、

決定するものとする。 

 


